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飲酒運転を根絶しよう
１２月１日から１０日までの１０日間、

年末の交通安全県民運動が実施されます。
愛知県内では、依然として飲酒運転に起因する重大な交通事故が無くなりま

せん。一人一人が、飲酒運転は重大事故に直結する悪質・危険な違反であるこ

とを正しく認識し、飲酒運転を根絶しましょう。

また、自転車も車両です。自転車の飲酒運転も禁止されておりますので、絶

対にしないでください。飲酒運転はお酒を飲む人も、飲ませた人も犯罪です。

飲酒の機会には、次のことを絶対に守ってください。

① お酒の量に関わらず飲酒した人は、絶対に車を運転し

ないこと。

② 飲酒運転をするおそれのある人に車を貸さないこと。

③ 飲酒運転をするおそれのある人にお酒を提供したり、

お酒を勧めないこと。

④ 運転する人がお酒を飲んでいること

を知りながらその車に同乗したり、送ってもらうように依

頼しないこと。

ちょっとした甘えが、取り返しのつかない事態を引き起

こしてしまいます。
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